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概要 

 近年、ソフトウェア開発におけるグラフィカルモデルが広く用いられている

が、その有効性に関する評価はあまり行われているわけではない。そこで、本

研究では、同等の情報量の D-Case と文章を 2 種類ずつ用意し、2 種の D-Case

を読むグループ、2 種の文章を読むグループの 2 群に分け、各々D-Case 又は文

章の内容を眺め、その内容に関する理解度確認テストに解答してもらうという

ような被験者実験を行う。この理解度確認テストの点数をグループ毎にまとめ、

t 検定を用いて平均値の比較を行い、その有効性を評価しようと考えた。 

 本研究では、対象の被験者が全員理系の学生であることから、「あまり学習す

る機会は無いが、読むことである程度の理解を得ることができる」と考え、法

律や憲法をテーマに D-Case 及び文章の作成を行った。D-Case は読み手の理解

を得やすく作成されたものであるため、「文章を読んで問題を解くより、D-Case

を眺めて問題を解いた方が理解を得やすく、話の流れが追いやすい」という仮

説を立てた。また、簡単なアンケートを設け、被験者実験に対する不備や改善

点等について意見を頂き、これから被験者実験を行うための道筋を立てること

も目的とし、これらを研究テーマとした。 
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第 1 章 はじめに 

 

1.1 研究の背景 

 

1.1.1 グラフィカルモデルの背景 

 

 グラフィカルモデルの一つとして、システムの構造を静的に表するクラス図、

システムの振る舞いを動的に表現するシーケンス図等の UML(Unified 

Modeling Language)がある。これは、オブジェクト指向分析・設計のためのモ

デリング言語として、従来から使われていた数種類の記述方法を統合したもの

である。これを用いて分析・設計することで、簡潔に道筋を考えて進めていく

ことが可能である。 

 オブジェクト指向とは、オブジェクト(データや処理のまとまり)同士の相互作

用として、システムの振る舞いを捉える考え方である。現実世界をそのままモ

デリングできることが特徴である。例えば、「私はペンを所有している」という

現実世界があったとすると、図 1 のように現実世界を自然言語と UML(図では

クラス図)で表現することが可能である。 

 

現実世界  

  所有する 

 

  私         ペン 

自然言語 私はペンを所有する 

I have a pen. 

UML(クラス図)  

所有する 

図 1 現実世界を自然言語と UML で表現したもの 

 

 日本語で表現すると「私はペンを所有する。」、英語で表現すると「I have a pen.」

となる。これを UML で表現すると、人というオブジェクトと人が所有してい

 人 ペン 
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るペンというオブジェクトの間をリンク関係でつなぎ、その説明として「所有

する」という記述をしている。これらは、図 1 の現実世界と全く同じであり、

オブジェクト指向は現実世界をそのままモデリングしやすいという特徴がある。 

 実際に、現在のソフトウェア開発において UML は使用されており、これを

学ぶ事は開発者として必須要件になってきている。UML で表現する用途として

は以下の 3 つのレベルで考えられる。 

 

・レベル 1:プログラムを書く前に、図で自分の考えを整理する 

・レベル 2:チーム開発において、図でコミュニケーションする 

・レベル 3:ユーザーや顧客と仕様を検討する 

 

 まずレベル 1 について、現場でソフトウェア開発する際、一人で書いていた

場合でもプログラムの規模は数千行を超える。そして、これを乗り越えるには

自分の考えを整理する必要がある。プログラムだけ眺めるだけでは、視点が小

さくなりがちになってしまう。UML はプログラムの構造や動きを図で捉える事

ができるため、見通しよく全体を目で捉える事ができる。 

 次に、レベル 2 について、チームを組んで開発するとき、分担やシステム全

体の構造を決める必要がある。その際、設計を検討するための図として UML

を使う事ができる。ホワイトボード等を使って絵を描く際にも UML は役立ち、

全員が UML の語彙を持っていれば、簡潔でビジュアルに設計の方針を示す事

が可能である。 

 最後に、レベル 3 について、システム開発とは正しいプログラムを書く事が

重要である。プログラムが正しいかどうかを決めるのは、そのシステムにユー

ザーあそのシステムに対価を支払う顧客である。つまり、システム開発では開

発者がユーザーや顧客と対話し、どういうシステムを作るのかを合意する必要

がある。この場面でも UML は活躍し、システムがどういう機能を持つのか表

現する事が可能である。UML で機能を記述し、それを持ってユーザーや顧客と

話し合い、システムの仕様を決定する[1]。 

 なお、本研究で用いる D-Case の用途としては、レベル 1 であると考えた。文

章ではなく D-Case という図で表現されたものを眺めることにより、自身の考え

を文章よりも効率よくまとめ、見通しよく全体を目で捉えることが可能で理解

につながりやすいと予測した。 
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1.1.2 グラフィカルモデルに関する既存研究とその背景 

 グラフィカルモデルは、システム開発等の特定の分野で汎用的に適用されて

いるが、あいまいな記述を含むことがあり、それに対する解釈の誤りによって

本来の意図から外れた過不足のある設計につながってしまうこともあり、余計

なコストの増大、そして最悪の場合は事故につながる場合もある。この現状が

続いてしまってはグラフィカルモデルに対する信用が失われ、利用されること

が無くなる場合もありうる。この問題点を改善するべく、ゴール構造化記法

(Goal Structuring Notation)と呼ばれる記法を用いている。安全性に関わる抽象

度の高い主張が複数の具体的な主張に分解され、またそれらが客観的な証拠に

よって保証されることで、証拠が何を保証しているのかを明確にできることが

特徴である。これを用いて、汎用的な安全要求が暗黙的に仮定する知識などの

暗黙知に着目し、それらを明確化することにより関係者の相互理解の促進やシ

ステムの安全性の向上を目指す研究が行われていた[2]。 

 この既存研究で行われた実験内容は、JAXA 技術職員を対象にした、10 名ず

つ 2つのグループに分けてそれぞれ実験を行うという被験者実験である。また、

大きな偏りがないよう、事前にシステムの開発知識や経験の有無を調査してあ

る。流れとしては、グループごとに事前説明を行い、その後被験者に審査を行

ってもらう。最後に自己評価アンケートという形で 5 段階評価のアンケートに

回答してもらうというものであった。この実験の結果は、有意水準 5%で、後述

するウェルチの t 検定という手法で平均値を比較した。そして、正当の平均値が

26%向上したことを確認し、有意な差が見られた。 

 本研究で行う実験の流れも、大よそこの既存研究に沿っており、20 人の被験

者を 2 つのグループに分け、文章と D-Case をそれぞれ眺めてもらい、理解度を

確認するためのペーパーテストを用意し点数化、最後に自己評価アンケートを

行ってもらう。 

 

1.2 研究の目的 

 被験者実験により、D-Case の有効性を統計及び分析する事により評価し、そ

の中で被験者実験を行うための道筋を立てる事を目的とする。 

 1.1 でも述べたことは、D-Case にも言える部分が多数存在している。そこで、

自然言語と D-Case で比較を行い、実際に理解度を比較して D-Case が分かりや

すいかを検証する事を考えた。 
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第 2 章 準備 

 

2.1 検定手法 

 

2.1.1 扱うデータとその使用方法について 

 本研究では、あるテーマについて述べられた D-Case 又は文章を、制限時間を

設けて被験者に眺めてもらい、その後に理解度確認のためのペーパーテストに

取り組んでもらう。その解答に点数をつけ、D-Case 班、文章班毎に集計し、平

均点を算出する。その後、各平均点から正規性の有無を確認し、その結果に応

じて 3 種類の検定方法のいずれかにより、検定を行っていく。 

 また、本研究はデータ間に 1 対 1 の対応のない 2 つの標本から推定される母

集団間の平均値及び中央値の比較を行うため、「対応のない 2 群間の量的データ

の検定」を行う。 

 なお、今回の被験者実験での統計方法について、2.1 章での説明を述べた後に

図 2 のフローチャートを示す。これは、被験者実験を終えてデータを集計し終

えた地点を開始としている。 

 

2.1.2 正規性の確認  

 2.1.4、2.1.5、2.1.6 で述べる 3 種類のいずれかの検定方法を行う際、どの検

定を行うべきかどうかを判断する作業として、この正規性の確認が必要になる。 

 これを行うために、まず度数分布表を作成する必要がある。これは、データ

を一定区間に分けて集計する階級、それぞれの区間の端点の相加平均である階

級値、あるデータ間にその範囲に収まるデータが現れる回数を示す度数、全標

本の個数に対する各階級の度数の割合を示す相対度数、最初の階級からある階

級までの度数を加え合わせた値である累積度数、相対度数をはじめの階級から

その階級まで足し合わせた累積相対度数の 6 つで構成された表である。 

 次に、度数分布表を棒グラフで表したヒストグラムを作成する。ヒストグラ

ムとは、縦軸に度数、横軸に階級をとった棒グラフのようなものである。この

ヒストグラムと正規 Q-Q プロットという期待値を縦軸、観測値を横軸にとった

確率プロットを用いて、視覚的に正規分布に従っているかを判断していく。目

安は、ヒストグラムでは平均値を頂点として釣鐘状に分布していること、正規

Q-Q プロットではプロットが一直線上に並んでいることである[2]。 
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2.1.3 F 検定について 

 ここでは、2 群に正規性が有ると確認できた際に行う F 検定について述べる。

F 検定とは、2 つの独立な分散を比較するために、両者の比を作り、有意水準α

×100%で検定を行う。この検定を行うことで、等分散であるか不等分散である

かを判定することが可能である。 

 正規分布する母集団から抽出した標本 1 と標本 2 について、それぞれの母分

散𝜎1
2、𝜎2

2を比較し、差があるかどうか有意水準α×100%で検定を行うとする。

データ数を𝑛1、𝑛2、不偏分散を𝑢1
2、𝑢2

2(但し、𝑢1
2＞𝑢2

2とする)とし、 

 

帰無仮説 𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 分散に差がない 

対立仮説 𝐻1: 𝜎1
2 > 𝜎2

2 分散に差がある 

 

というような仮説を設定する。そして、F 値は以下のようにだす。このとき、

分子に大きい数値を取るようにしなければならない。 

 

𝐹 =
𝑢1
2

𝑢2
2

 

 

このとき、自由度は分子の自由度𝑑𝑓1 = 𝑛1 − 1、分母の自由度𝑑𝑓2 = 𝑛2 − 1の F

分布に従う。自由度が求まったら F 分布表に従い𝐹𝛼を求めることができ、 

 

・1 ≦ 𝐹 ≦ 𝐹𝛼のとき、P＞αとなり、帰無仮説を棄却できない→等分散である 

・𝐹＞𝐹𝛼のとき、P＜αとなり、帰無仮説を棄却→不等分散である 

 

と判定することができる。 

 この検定は計算が非常に単純であり、分散比を求める際の分子、そして自由

度を求めるデータ数さえ間違えなければ簡単に導くことができる。結果として

は、分散に差が出れば問題はないが、そうでなかった場合、言い換えてしまえ

ば「このデータでは差があるとはいえない」ということになるので、積極的に

等分散性を示しているわけではない。しかし、一般的にはこれで等分散性が示

されたということになる。このことから、もし差が出なかった場合は 2.1.4 の t

検定、2.1.5 のウェルチの t 検定の両方を試すことも視野に入れる必要がある。 
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2.1.4 t 検定について 

 2.1.3 の F 検定を行い、等分散であるという結果が出た際は、この t 検定を用

いて、平均値の比較を行う。 

 正規分布する等分散の標本 1、標本 2 について、それぞれの母平均𝜇1、𝜇2を比

較し、差があるかどうか有意水準α×100%で検定を行うとする。データ数を

𝑛1、𝑛2、標本平均𝑥1̅̅̅、𝑥2̅̅ ̅、不偏分散𝑢1
2、𝑢2

2とし、 

 

帰無仮説 𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 平均に差がない 

     対立仮説 𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 平均に差がある(両側検定) 

 

というような仮説を設定する。t 値は、次の公式で導出が可能である。 

 

𝑡 = √
𝑛1𝑛2
𝑛1 + 𝑛2

𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

√
(𝑛1 − 1)𝑢1

2 + (𝑛2 − 1)𝑢2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2

 

 

このときの自由度は、各群のデータ数から 1 を引いたもので、𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2

である。求めた自由度と有意水準を用いて、t 分布表の中から t 値を探し出し、

この t 値を𝑡𝛼とすると、 

 

・𝑡＞𝑡𝛼のとき、P＜αとなり、帰無仮説を棄却→平均値に差がある 

・𝑡＜𝑡𝛼のとき、P＞αとなり、帰無仮説を棄却できない→平均値に差がない 

 

と判定することができる。この手順で、独立した標本データの平均値に差があ

るかどうかを結論付けることができる。 

 このように、対応のない t 検定は、正規分布に従い、比較する集団が異なる時

に用いることができる。そして、二つの集団は大きさや分散がほぼ等しいとい

う条件が必要になる。 
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2.1.5 ウェルチの t 検定について 

 2.1.3 の F 検定を行い、正規性が認められ不等分散であるという結果が出た際

は、このウェルチの t 検定を用いて、平均値の比較を行う。 

 仮説の設定や判定は 2.1.4 の t 検定に準ずるが、自由度の求め方や t 値の求め

方が異なっている。そこで、ここでは t 値の求め方と自由度の求め方のみを以下

に示していく。 

 正規分布する分散の異なる標本 1、標本 2 について、それぞれの母平均𝜇1、𝜇2

を比較し、差があるかどうか有意水準α×100%で検定を行うとする。データ数

を𝑛1、𝑛2、標本平均𝑥1̅̅̅、𝑥2̅̅ ̅、不偏分散𝑢1
2、𝑢2

2とする。まず、t 値は 

 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

√
𝑢1
2

𝑛1
+
𝑢2
2

𝑛2

 

 

という式で求めることができる。次に、自由度 d について、まず前提として 

 

𝑐 =

𝑢1
2

𝑛1
𝑢1
2

𝑛1
+
𝑢2
2

𝑛2

 

 

とする。これを用いて自由度 d の式を示すと 

 

𝑑 =
1

𝑐2

𝑛1 − 1 +
(1 − 𝑐)2

𝑛2 − 1

 

 

となる。この検定では、一般に d の値は整数にならない。従って、この自由度 d

の値は小数点以下切り捨てにする。小数点以下を切り捨てにした場合と切り上

げにした場合、自由度が小さい方が、検定確率値が大きくなるため、差がある

ことをより厳しく評価したい場合は小数点以下を切り捨てる必要がある。 
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2.1.6 ウィルコクソンの順位和検定 

 2.1.2 の正規性の確認により、正規性が無いという結果が出た際は、このウィ

ルコクソンの順位和検定により、平均値ではなく中央値を比較して検定を行う。

中央値は、平均値と並び分布の中心を表す統計量の一つである。この手法はデ

ータを順位データで扱うことから、平均の差ではなく中央値の差を調べること

になるが、大幅に内容や意味合いが違うということはない。また、この検定は

分布型によらない検定なため、正規性が確認された場合でも利用は可能である。 

 正規分布するとは限らない標本 1と標本 2について、データ数をそれぞれ𝑛1、

𝑛2とする。そして、母集団の中央値(𝑚1、𝑚2)を比較し、差があるかどうか有意

水準α×100%で検定を行い、 

 

帰無仮説 𝐻0: 𝑚1 = 𝑚2 中央値に差がない 

     対立仮説 𝐻1: 𝑚1 ≠ 𝑚2 中央値に差がある(両側検定) 

 

というような仮説を設定する。両群のデータを合わせて小さい順に順位付けを

する。ただし、同じ順位を持つ要素が存在する場合は、順位の平均を計算し、

その順位の平均を各要素に割り当てる必要がある。次に、データ数が少ない方

についての順位の合計を取り、これを W とする。また、各群に U 統計量と呼ば

れているものがあり、データ数𝑛1の群を𝑈1、データ数𝑛2の群を𝑈2とすると、 

 

𝑈1 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛1(𝑛1 + 1)

2
− 𝑅1 

𝑈2 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛2(𝑛2 + 1)

2
− 𝑅2 

 

で求めることができる。𝑅1は、データ数𝑛1の群についての順位和、𝑅2はデータ

数𝑛2の群についての順位和である。このとき、𝑈1＜𝑈2とすると、 

 

・𝑊 ≤ 𝑈1または𝑊 ≥ 𝑈2ならば、帰無仮説を棄却→中央値に差がある 

・𝑈1 ≤ 𝑊 ≤ 𝑈2ならば、帰無仮説を棄却できない→中央値に差がない 

 

となる。 
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図 2 今回の検定手法についてのフローチャート 

 

 

 開始 

採取したデータの平均値を出す 
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グラフが平均値を

頂点としている 

中央値の差を検定していく 
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2.2 D-Case 

 

2.2.1 D-Case の概要 

 D-Case とは、グラフィカルモデルの一つで、システムのディペンダビリティ

をステークホルダー(システムに関わる人達)が共有し互いに分かり合い、そのデ

ィペンダビリティを社会の人々に理解してもらい、説明責任を果たすための手

法とツールである。D-Case は、欧米で近年高い安全性が要求されるシステムの

開発運用において、提出が義務付けられるまでに普及している安全性ケースを

もとに研究開発が始まった。安全性ケースとは、テスト結果や検証結果をエビ

デンスとしてそれらを根拠にシステムの安全性を議論し、システム認証者や利

用者などに保証する、あるいは確信させるためのドキュメントである[3]。 

 

2.2.2 D-Case の構成及び使用されるノードについて 

 今回の被験者実験で用いる D-Case について、実際に使用したノードについて

説明したものを以下の表 1 に示す。 

 

表 1 D-Case で用いる各ノード 

名称 ノード 解説 

ゴール  対象システムに対して、議論

すべき命題 

戦略 

 

ゴールが満たされることを

サブゴールに分割して詳細

化するときの議論の仕方 

前提  ゴールや戦略を議論すると

き、その前提となる情報 

エビデンス  詳細化されたゴールを最終

的に保証するもの 
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 次に、各ノードについてより詳細に説明をしていく。また、表 1 のノードを

用いて作成した D-Case の一例を以下の図 3 に示す。 

 まず、ゴールについて述べる。これは、議論を行っていく上での結論である。

例えば、「○○は✖✖である」、「○○は△△という条件を満たす」等、抽象的で

ない表現で書く必要がある。 

 次に、戦略について述べる。これは例えば、「○○は✖✖である」というゴー

ルに対し、現時点で識別されているハザード毎に場合分けをし、「○○はハザー

ド X に対処できる」となる。要するに、戦略はゴールをサブゴールに分割する

ときの議論の仕方を説明していると言える。 

 次に、前提について述べる。これはゴールもしくは戦略に付与され、定義や

運用環境等の情報を記す。そして、前提は付与されたゴールや戦略以下のサブ

ツリー全体にかかる。 

 最後に、エビデンスについて述べる。これはドキュメントであり、ゴールを

最終的に論拠付けるものである。テストや形式手法による検証結果等を記すこ

とが望ましい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 D-Case の一例 
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2.3 アンケート 

 

2.3.1 アンケートの必要性について 

 アンケートとは、質問調査である。これは、情報収集を行うための調査手法

の一つで、定型化した質問と回答選択肢により、回答を比較できるという点が

特徴である。インタビューでは人によって理解の仕方や表現が異なるため、細

かい比較が難しくなってしまうが、アンケートならこの点を解消でき、安定し

た回答が得られるというメリットがある。 

 今回、被験者実験を行う上でアンケートを設けた目的は、被験者実験の協力

者が本実験をどう感じたかを把握したいためである。これは満足度だけでなく、

被験者実験を設けた側からでは分からなかった不備、改善点等を記してもらう

ことにより、本研究を引き継ぐ後輩達によりよい被験者実験を行って欲しいと

いう目的もある。 

 

2.3.2 アンケートの構成について 

 今回作成したアンケートについて、まず表紙に記載した内容について述べる。 

 まず冒頭に、どのような目的でこのアンケートを作成し、回答してもらうか

について記した。これにより、作成者がどのような意図で作成したのかを把握

できるため、被験者が安心して回答できるようになると言える。また、今回の

アンケートは匿名で行うため、被験者がより正直に回答できるよう作成した。 

 次に、回答方法について記した。各質問に対し、「全く当てはまらない・あま

り当てはまらない・やや当てはまる・当てはまる」の 4 項目を、スペースの関

係上、それぞれ「1・2・3・4」の数字に置き換えた回答欄を設けている。従っ

て、被験者はこの番号のどれかに○をつければいいということになる。 

 最後に、被験者のプライバシーについて、厳重な管理のもとデータを使用す

ることについて記した。統計的に分析していく上で参考にし、研究目的以外に

利用することなく個人情報の保護に最大限配慮することにより、被験者により

安心して回答をしてもらうよう作成した。 

 上記の説明後、作成者の所属学科、研究室、そして氏名を記し、被験者がこ

れまでの内容をよく読んだ上で納得した場合は年齢、学年、所属学科、そして

班番号を記入して回答してもらう。なお、今回作成したアンケートについては
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付録に全て記載する。 

第 3 章 研究内容 

 

3.1 研究の説明 

 本研究では、「D-Case の方が分かりやすく、話の流れを追いやすい」という

仮説を立て、被験者実験により 2 群に分け、理解度確認用紙を用いて実際に点

数をつける。そして、群別に平均点または中央値を算出し、t 検定またはウィル

コクソンの順位和検定を用いて、平均点または中央値に差があるかどうかを分

析する。 

 被験者数は各群 10 人ずつで、D-Case 班と文章班の 2 群に分けた。日本大学

理工学部の応用情報工学科の 3 年生及び 4 年生を対象としている。今回取り扱

っている内容が法律や憲法に関する問題なためあまり関係はないが、念のため 3

年生と 4 年生の配分を同等に設定した。また、群単位で実験を進める予定だっ

たが、被験者の都合により、各々日時を設けて少人数規模で分割して実験を実

施する。 

 課題は A、B の 2 種類あり、A は「薬局距離制限の問題」に関する内容、B

は「テレビフィルム事件についての問題」に関する内容である。実験は 2 群と

も A→B の順番で行う。なお、この時使用した課題 A、B に関する D-Case 及び

文章については付録にて記載する。 

 

3.2 研究の方法 

 

3.2.1 D-Case 班での実験方法 

 D-Case 班での実験方法について述べる。まず、D-Case を読んでいくために、

事前に被験者に説明をする必要がある。PC で D-Case の一例を示しながら、各

ノードについての説明し、そして D-Case を読んでいく上で重要になる点につい

て説明を行う。その後、被験者に課題 A に関する D-Case を 3 分間眺めてもら

い、3 分間課題 A に関する理解度確認用紙に解答をしてもらう。次に、課題 B

の関する D-Case を 3 分間眺めてもらい、3 分間課題 B に関する理解度確認用

紙に解答をしてもらう。最後に、2.3 章で述べたアンケートに回答してもらい、

実験は終了となる。 
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3.2.2 文章班での実験方法 

 文章班での実験方法について述べる。この班は文章を読むだけなので事前に

説明はしない。まず、被験者に課題 A に関する文章を 3 分間読んでもらい、3

分間課題 A に関する理解度確認用紙に解答をしてもらう。次に、課題 B の関す

る文章を 3 分間読んでもらい、3 分間課題 B に関する理解度確認用紙に解答を

してもらう。最後に、2.3 章で述べたアンケートに回答してもらい、実験は終了

となる。 

 

3.3 研究結果 

3.3.1 D-Case 班での実験結果 

 この章以降、D-Case 班は D の頭文字を取り、D 班と表記する。 

 まず、D 班の被験者に取り組んでもらった課題 A と課題 B の理解度確認の点

数、そのデータから導いた平均、分散、標準偏差、最大値及び最小値を以下の

表 2 に示す。 

表 2 D 班の実験結果 

被験者 薬局距離制限(点) テレビフィルム(点) 

D-1 3 5 

D-2 8 8 

D-3 6 8 

D-4 4 1 

D-5 9 7 

D-6 6 9 

D-7 10 6 

D-8 6 5 

D-9 9 7 

D-10 7 7 

合計 68 63 

平均 6.8 6.3 

分散 5.07 5.12 

標準偏差 2.25 2.26 

最大値 10 9 
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最小値 3 1 

 次に、課題 A の薬局距離制限の問題の結果について作成した度数分布表を以

下の表 3 に示す。また、この表から作成したヒストグラムを以下の図 4 に、正

規 Q-Q プロットを図 5 にそれぞれ示す。 

 

表 3 D 班の課題 A の結果に関する度数分布表 

階級(以上〜未満) 階級値 度数 累積度数 相対度数 累積相対度数 

1〜2 1.5 0 0 0 0 

2〜4 3.5 1 1 0.1 0.1 

4〜6 5.5 1 2 0.1 0.2 

6〜8 7.5 4 6 0.4 0.6 

8〜10 9.5 4 10 0.4 1 

 

 

図 4 D 班の課題 A の結果に関するヒストグラム 
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図 5 D 班の課題 A の結果に関する正規 Q-Q プロット 

 

図 4 及び図 5 の結果から、ヒストグラムは平均値を頂点におおよそ釣鐘型に分

布し、正規 Q-Q プロットも一直線上に並んでいるため、正規分布に従っている

ことを確認した。 

 次に、課題 B のテレビフィルム事件の問題の結果について作成した度数分布

表を以下の表 4 に示す。また、この表から作成したヒストグラムを以下の図 6

に、正規 Q-Q プロットを図 7 にそれぞれ示す。 

 

表 4 D 班の課題 B の結果に関する度数分布表 

階級(以上〜未満) 階級値 度数 累積度数 相対度数 累積相対度数 

1〜2 1.5 1 1 0.1 0.1 

2〜4 3.5 0 1 0 0.1 

4〜6 5.5 2 3 0.2 0.3 

6〜8 7.5 4 7 0.4 0.7 

8〜10 9.5 3 10 0.3 1 
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図 6  D 班の課題 B の結果に関するヒストグラム 

 

 

図 7 D 班の課題 B の結果に関する正規 Q-Q プロット 
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図 6 及び図 7 の結果から、ヒストグラムは平均値を頂点におおよそ釣鐘型に分

布し、正規 Q-Q プロットも一直線上に並んでいるため、正規分布に従っている

ことを確認した。 

 最後に、アンケートの結果を以下の表 5 にまとめて示す。なお、質問項目は 

 

(1)憲法に関する勉強に取り組んだことがある 

(2)憲法に興味あったか(または読んでいて興味が沸いたか) 

(3)D-Case の事前説明は十分であったか 

(4)話の流れが追いやすかったか 

(5)回答するために必要な情報量は十分であったか 

(6)制限時間は適切であったか 

(7)自由回答 

 

である。2.3.2 でも述べたように、ここでも「全く当てはまらない・あまり当て

はまらない・やや当てはまる・当てはまる」の 4 項目を、それぞれ「1・2・3・

4」の数字に置き換えて表記する。 

 

表 5 D 班のアンケート結果 

被験者 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

D-1 1 2 4 3 3 3 なし 

D-2 1 1 3 4 3 3 なし 

D-3 1 1 4 3 4 4 なし 

D-4 3 2 4 3 3 3 なし 

D-5 1 1 4 4 2 4 なし 

D-6 1 1 3 3 3 3 なし 

D-7 1 1 3 4 3 4 なし 

D-8 1 2 4 3 4 4 まとまって良いが、いざ解くと難しい 

D-9 1 1 3 3 4 3 なし 

D-10 1 2 3 3 3 3 なし 

 

 

 



 23 

3.3.2 文章班での実験結果 

 この章以降、文章班は Sentence の頭文字を取り、S 班と表記する。 

 まず、S 班の被験者に取り組んでもらった課題 A と課題 B の理解度確認の点

数、そのデータから導いた平均、分散、標準偏差、最大値及び最小値を以下の

表 6 に示す。 

 

表 6 S 班の実験結果 

被験者 薬局距離制限(点) テレビフィルム(点) 

S-1 9 8 

S-2 9 10 

S-3 9 7 

S-4 1 3 

S-5 9 7 

S-6 7 7 

S-7 5 7 

S-8 6 8 

S-9 7 8 

S-10 7 8 

合計 69 73 

平均 6.9 7.3 

分散 6.32 3.12 

標準偏差 2.51 1.77 

最大値 9 10 

最小値 1 3 

 

 次に、課題 A の薬局距離制限の問題の結果について作成した度数分布表を以

下の表 7 に示す。また、この表から作成したヒストグラムを以下の図 8、正規

Q-Q プロットを図 9 にそれぞれ示す。に示す。 
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表 7  S 班の課題 A の結果に関する度数分布表 

階級(以上〜未満) 階級値 度数 累積度数 相対度数 累積相対度数 

1〜2 1.5 1 1 0.1 0.1 

2〜4 3.5 0 1 0 0.1 

4〜6 5.5 1 2 0.1 0.2 

6〜8 7.5 4 6 0.4 0.6 

8〜10 9.5 4 10 0.4 1 

 

 

図 8  S 班の課題 A の結果に関するヒストグラム 
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図 9 S 班の課題 A の結果に関する正規 Q-Q プロット 

 

 図 8 及び図 9 の結果から、ヒストグラムは平均値を頂点におおよそ釣鐘型に

分布し、正規 Q-Q プロットも一直線上に並んでいるため、正規分布に従ってい

ることを確認した。 

 次に、課題 B のテレビフィルム事件の問題の結果について作成した度数分布

表を以下の表 8 に示す。また、この表から作成したヒストグラムを以下の図 10

に、正規 Q-Q プロットを図 11 にそれぞれ示す。 

 

表 8  S 班の課題 B の結果に関する度数分布表 

階級(以上〜未満) 階級値 度数 累積度数 相対度数 累積相対度数 

1〜2 1.5 0 0 0 0 

2〜4 3.5 1 1 0.1 0.1 

4〜6 5.5 0 1 0 0.1 

6〜8 7.5 8 9 0.8 0.9 

8〜10 9.5 1 10 0.1 1 
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図 10  S 班の課題 B の結果に関するヒストグラム 

 

図 11  S 班の課題 B の結果に関する正規 Q-Q プロット 
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図 10 及び図 11 の結果から、ヒストグラムは平均値を頂点におおよそ釣鐘型に

分布し、正規 Q-Q プロットも一直線上に並んでいるため、正規分布に従ってい

ることを確認した。 

 最後に、アンケートの結果を以下の表 9 にまとめて示す。なお、質問項目は 

 

(1)憲法に関する勉強に取り組んだことがある 

(2)憲法に興味あったか(または読んでいて興味が沸いたか) 

(3)話の流れが追いやすかったか 

(4)回答するために必要な情報量は十分であったか 

(5)制限時間は適切であったか 

(6)自由回答 

 

である。D 班と同様に、「全く当てはまらない・あまり当てはまらない・やや当

てはまる・当てはまる」の 4 項目を、それぞれ「1・2・3・4」の数字に置き換

えて表記する。 

 

表 9 S 班のアンケート結果 

被験者 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

S-1 2 2 3 3 1 なし 

S-2 3 1 4 4 4 裁判所のコメントは分かりにくい 

S-3 3 1 2 3 3 なし 

S-4 1 1 1 4 4 なし 

S-5 1 3 3 3 3 なし 

S-6 1 1 4 4 3 なし 

S-7 2 2 2 3 2 なし 

S-8 2 2 3 3 3 なし 

S-9 2 2 4 3 3 時間をもう少し狭めると面白い 

S-10 2 2 3 3 3 なし 
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3.3.3 課題 A についての検定結果 

 3.3.1 及び 3.3.2 の両グループの実験結果から、採取したデータに正規性が有

ると判断したため、t 検定またはウェルチの t 検定による検定が望ましいと言え

る。どちらが適切かを判断するため、2.1.3 章の F 検定を行う。なお、有意水準

はα=0.05 として検定を行っていく。 

 まず、表2からD班の課題Aについてのデータ数を𝑛𝐷𝐴 = 10、標本平均を𝑥𝐷𝐴̅̅ ̅̅ ̅ =

6.8、分散𝑢𝐷𝐴
2 = 5.07、表 6 から S 班の課題 A についてのデータ数を𝑛𝑆𝐴 = 10、

標本平均を𝑥𝑆𝐴̅̅ ̅̅ = 6.9、分散𝑢𝑆𝐴
2 = 6.32とする。そして 

 

帰無仮説:2 群間の分散に差がない(等分散である)。 

対立仮説: 2 群間の分散に差がある(等分散でない)。 

 

というような仮説を設定する。𝑢𝑆𝐴
2 ＞𝑢𝐷𝐴

2 =6.32＞5.07 なので、𝑢𝑆𝐴
2 を分子に置き、

2.1.3 章の F 検定の式を用いて 

 

𝐹 =
𝑢𝑆𝐴
2

𝑢𝐷𝐴
2 =

6.32

5.07
≒ 1.25 

 

という結果を得た。このとき、自由度は各データ数から 1 を引いた値なので、

分子の自由度𝑑𝑓𝐷𝐴 = 10 − 1 = 9、分母の自由度𝑑𝑓𝑆𝐴 = 10 − 1 = 9の F 分布に従

う。F 分布表より、 

𝐹0.05 = 3.1789 ≒ 3.18 

 

という値を得た。この結果から、1 ≦ 𝐹 ≦ 𝐹0.05のとき、つまり1 ≦ 1.25 ≦ 3.18の

とき P＞0.05 となり、帰無仮説を棄却できない。従って、「2 群間の分散に差が

ある」とは言えないため、等分散である。この結果から、課題 A については 2.1.4

章の t 検定を行うことが望ましいと言える。 

 まず、t 検定を行うために 

 

帰無仮説:平均値に差がある 

対立仮説:平均値に差がない 
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という仮説を立てる。t 値を求めるには、2.1.4 章の式を用いれば良いので 

 

𝑡 = √
𝑛𝐷𝐴𝑛𝑆𝐴
𝑛𝐷𝐴 + 𝑛𝑆𝐴

𝑥𝐷𝐴̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑥𝑆𝐴̅̅ ̅̅

√
(𝑛𝐷𝐴 − 1)𝑢𝐷𝐴

2 + (𝑛𝑆𝐴 − 1)𝑢𝑆𝐴
2

𝑛𝐷𝐴 + 𝑛𝑆𝐴 − 2

 

 

より 

 

𝑡 = √
10×10

10 + 10

6.8 − 6.9

√(10 − 1)5.07 + (10 − 1)6.32
10 + 10 − 2

= −0.093699686 ≒ −0.09 

 

という値を得た。このとき、自由度𝑑𝑓𝐴 = 𝑛𝐷𝐴 − 𝑛𝑆𝐴 − 2 = 18の t 分布に従うの

で、t 分布表より 

 

𝑡0.05 = 2.100922 ≒ 2.1 

 

という値を得た。この結果から、𝑡＜𝑡0.05のとき、つまり−0.09 < 2.1となり、P

＞0.05 となるため、帰無仮説を棄却できない。従って、課題 A については、「平

均値に差がない」という結果を得た。 

 

3.3.4 課題 B についての検定結果 

 3.3.3 と同様に、3.3.1 及び 3.3.2 の両グループの実験結果から、採取したデー

タに正規性が有ると判断したため、t 検定またはウェルチの t 検定による検定が

望ましいと言える。どちらが適切かを判断するため、2.1.3 の F 検定を行う。な

お、有意水準は課題 A と同様にα=0.05 として検定を行っていく。 

 まず、表 6 から D 班の課題 B についてのデータ数を𝑛𝐷𝐵 = 10、標本平均を

𝑥𝐷𝐵̅̅ ̅̅ ̅ = 6.3、分散𝑢𝐷𝐵
2 = 5.12、表 6 から S 班の課題 B についてのデータ数を𝑛𝑆𝐵 =

10、標本平均を𝑥𝑆𝐵̅̅ ̅̅ = 7.3、分散𝑢𝑆𝐵
2 = 3.12とする。そして 
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帰無仮説:2 群間の分散に差がない(等分散である)。 

対立仮説: 2 群間の分散に差がある(等分散でない)。 

 

というような仮説を設定する。𝑢𝐷𝐵
2 ＞𝑢𝑆𝐵

2 =5.12＞3.12なので、𝑢𝐷𝐵
2 を分子に置き、

2.1.3 章の F 検定の式を用いて 

 

𝐹 =
𝑢𝐷𝐵
2

𝑢𝑆𝐵
2 =

5.12

3.12
≒ 1.64 

 

という結果を得た。このとき、自由度は各データ数から 1 を引いた値なので、

分子の自由度𝑑𝑓𝐷𝐵 = 10 − 1 = 9、分母の自由度𝑑𝑓𝑆𝐵 = 10 − 1 = 9の F 分布に従

う。F 分布表より、 

𝐹0.05 = 3.1789 ≒ 3.18 

 

という値を得た。この結果から、1 ≦ 𝐹 ≦ 𝐹0.05のとき、つまり1 ≦ 1.64 ≦ 3.18の

とき P＞0.05 となり、帰無仮説を棄却できない。従って、「2 群間の分散に差が

ある」とは言えないため、等分散である。この結果から、課題 B についても 2.1.4

章の t 検定を行うことが望ましいと言える。 

 まず、t 検定を行うために 

 

帰無仮説:平均値に差がある 

対立仮説:平均値に差がない 

 

という仮説を立てる。t 値を求めるには課題 A と同様に 2.1.4 章の式を用いれば

良いので 

 

𝑡 = √
𝑛𝐷𝐵𝑛𝑆𝐵
𝑛𝐷𝐵 + 𝑛𝑆𝐵

𝑥𝐷𝐵̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑥𝑆𝐵̅̅ ̅̅

√
(𝑛𝐷𝐵 − 1)𝑢𝐷𝐵

2 + (𝑛𝑆𝐵 − 1)𝑢𝑆𝐵
2

𝑛𝐷𝐵 + 𝑛𝑆𝐵 − 2

 

 

より 
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𝑡 = √
10×10

10 + 10

6.3 − 7.3

√(10 − 1)5.12 + (10 − 1)3.12
10 + 10 − 2

= −1.101631623 ≒ −1.1 

 

という値を得た。このとき、自由度𝑑𝑓𝐵 = 𝑛𝐷𝐵 − 𝑛𝑆𝐵 − 2 = 18の t 分布に従うの

で、t 分布表より 

 

𝑡0.05 = 2.100922 ≒ 2.1 

 

という値を得た。この結果から、𝑡＜𝑡0.05のとき、つまり−1.1 < 2.1となり、P＞

0.05 となるため、帰無仮説を棄却できない。従って、課題 B についても、「平

均値に差がない」という結果を得た。 
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第 4 章 考察 

4.1 課題 A の結果について 

 課題 A についての考察を述べる。まず、比較を行いやすくするために課題 A

についての結果を表 10 に示す。 

 

表 10 課題 A(薬局距離制限)の実験結果 

被験者 点数(点) 被験者 点数(点) 

D-1 3 S-1 9 

D-2 8 S-2 9 

D-3 6 S-3 9 

D-4 4 S-4 1 

D-5 9 S-5 9 

D-6 6 S-6 7 

D-7 10 S-7 5 

D-8 6 S-8 6 

D-9 9 S-9 7 

D-10 7 S-10 7 

合計 68 合計 69 

平均 6.8 平均 6.9 

分散 5.07 分散 6.32 

標準偏差 2.25 標準偏差 2.51 

最大値 10 最大値 9 

最小値 3 最小値 1 

 

 表 10 の結果から、文章を用いて問題を解いた S 班の方が、0.1 点平均値が高

く、D-Case で解いた D 班より点数が高かったことが分かる。しかし、実際に t

検定を用いて平均値の比較を行った結果、有意な差は見られないという結果を

得た。また、データの散らばり具合を示す標準偏差を比較すると、得点が高か

った S 班の方が大きく、このことから平均値から遠く離れたデータが多い、つ

まり点数の散らばりが大きかったことが分かる。なお、ばらつきの範囲は「(平

均値−標準偏差)〜(平均値＋標準偏差)」で示すことができ、一般的にこの範囲内

に約 7 割のデータが含まれていると言われている。今回の実験にこれを適用す
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ると 

D 班のばらつき範囲:(6.8−2.25)〜(6.8＋2.25)=4.55〜9.05 

S 班のばらつき範囲:(6.9−2.51)〜(6.9＋2.51)=4.39〜9.41 

 

となる。D 班の結果はこの範囲に 8 個該当し、S 班の結果はこの範囲に 5 個該

当していることが分かる。従って、S 班のばらつきに大きな差があったことが定

量的にも言える。 

 

4.2 課題 B の結果について 

 課題 B についての考察を述べる。まず、比較を行いやすくするために課題 B

についての結果を表 11 に示す。 

 

表 11 課題 B(テレビフィルム事件)の実験結果 

被験者 点数(点) 被験者 点数(点) 

D-1 5 S-1 8 

D-2 8 S-2 10 

D-3 8 S-3 7 

D-4 1 S-4 3 

D-5 7 S-5 7 

D-6 9 S-6 7 

D-7 6 S-7 7 

D-8 5 S-8 8 

D-9 7 S-9 8 

D-10 7 S-10 8 

合計 63 合計 73 

平均 6.3 平均 7.3 

分散 5.12 分散 3.12 

標準偏差 2.26 標準偏差 1.77 

最大値 9 最大値 10 

最小値 1 最小値 3 

 

 表 11 の結果から、文章を用いて問題を解いた S 班の方が、1.0 点平均値が高



 34 

く、D-Case で解いた D 班より点数が高かったことが分かる。しかし、実際に t

検定を用いて平均値の比較を行った結果、課題 A よりも点数差はあったものの、

有意な差は見られないという結果を得た。また、標準偏差を比較すると、今回

は D 班の方が大きく、S 班は全体的に得点が高かったこともあり、標準偏差は

極めて小さい値であった。次に、4.1 章でも用いたばらつきの範囲の計算を今回

の実験にも適用すると 

 

D 班のばらつき範囲:(6.3−2.26)〜(6.3＋2.26)=4.04〜8.56 

S 班のばらつき範囲:(7.3−1.77)〜(7.3＋1.77)=5.53〜9.07 

 

となる。D 班の結果はこの範囲に 4 個該当し、S 班の結果はこの範囲に 8 個該

当していることが分かる。従って、今回は D 班のばらつきに大きな差があった

ことが定量的に言える。 

 

4.3 アンケートの結果について 

 まず、アンケート結果についてまとめたものを以下の表 12 に示す。実験結果

と同様に、「全く当てはまらない・あまり当てはまらない・やや当てはまる・当

てはまる」の 4 項目を、それぞれ「1・2・3・4」の数字に置き換えて表記する。

また、質問項目は配置を少し変更し、 

 

(1)憲法に関する勉強に取り組んだことがある 

(2)憲法に興味あったか(または読んでいて興味が沸いたか) 

(3)制限時間は適切であったか  

(4)話の流れが追いやすかったか 

(5)回答するために必要な情報量は十分であったか 

(6) D-Case の事前説明は十分であったか(D 班のみ) 

 

と設定している。 
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表 12 アンケート結果 

 

これらの結果から考えられることについて述べる。 

 まず、(1)と(2)について、D班は 9名の被験者が憲法に関する勉強経験が無く、

4名の被験者が憲法に少し興味を持っている(または実験を経て興味を持った)と

いう結果を得た。これに対し S 班は、7 名の被験者が憲法に関する勉強経験が

あり、6名の被験者が憲法に少し興味を持った(または実験を経て興味を持った)、

という結果を得た。これらから言えることとして、まず S 班の被験者の方が圧

倒的に憲法に関する勉強経験者が多いということである。勉強を経験すること

で覚えるためのコツ、そして何が重要であるかを未経験者よりも把握しやすい

と考え、この経験の差は実施したペーパーテストの得点に影響があったと言え

る。また、一般的に興味のある事柄については、そうでないものを覚えるより

も一層覚えやすいといったことがある。こ z れは、脳科学的に述べると、扁桃

体という器官が関わっている。扁桃体は、興味あることや好きなことを重要な

ことであると認識した時や感情が伴った際に活発に働き出し、それにより記憶

を定着させるという機能を持っている。従って、興味を少しでも持っていた人

数が多い S 班の点数が高かったこととして、この扁桃体による働きも影響して

いると考えられる[5]。 

 次に、(3)について、本実験では資料を読む時間、ペーパーテストを実施する

時間を 3 分ずつ設けた。ペーパーテストを解く時間に関しては、どちらのグル

ープの被験者も早く解き終わり、時間を余らせていたため、4 がそれほどつかな

被験者 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 被験者 (1) (2) (3) (4) (5) 

D-1 1 2 3 3 3 4 S-1 2 2 3 1 3 

D-2 1 1 4 3 3 3 S-2 3 1 4 4 4 

D-3 1 1 3 4 4 4 S-3 3 1 3 3 2 

D-4 3 2 3 3 3 4 S-4 1 1 4 4 1 

D-5 1 1 4 2 4 4 S-5 1 3 3 3 3 

D-6 1 1 3 3 3 3 S-6 1 1 4 3 4 

D-7 1 1 4 3 4 3 S-7 2 2 3 2 2 

D-8 1 2 3 4 4 4 S-8 2 2 3 3 3 

D-9 1 1 3 4 3 3 S-9 2 2 3 3 4 

D-10 1 2 3 3 3 3 S-10 2 2 3 3 3 
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かった理由は資料を読む時間が関わっていると言える。目安としては資料全体

を 2 往復から 3 往復できる時間を設けてあるが、記憶力に関しては個々の能力

の差があるため、円滑に覚えることができる被験者もいれば難しいと感じた被

験者もいたと考えられる。しかし、あまり多く時間を設けてしまうと純粋な記

憶力を試す実験になってしまうため、資料を読む時間に関しては適切であった

と考えた。 

 次に(4)と(5)と(6)について、話の流れのおいやすさは、D 班の方が S 班よりや

や高評価を得られた。回答に必要な情報量は等しくなるよう作成したため、純

粋に文字を書き連ねた文章を読んだ S 班の方が読むのに時間もかかったと考え

られる。しかし、結果的には普段から読み慣れている文章の方が高点を得られ

た。D-Case は文章を眺めるよりも文字数が少ないが、事前説明を数分行ってす

ぐに取り掛かった。そのため、何となく把握はできたとはいえ、あまり慣れて

いない状態で挑んだことになる。従って、効率よく覚えることができずあまり

得点を取れなかった被験者も数名いた。この結果から、D-Case の一例ではなく、

実際に簡単なものを一通り解かせてから本題に移った方がより被験者の理解に

つながると考えた。 

 

4.4 D-Case のメリット及びデメリットについて 

 実験を行い、実際に被験者から聞き、そして自身で感じた文章と比較した際

の D-Case のメリットとデメリットについて述べる。 

 まず、メリットについて述べる。文章と比較すると、D-Case は表 1 に記載し

てある様な、様々なノードを用いることにより、視覚的に全体の流れや構成を

把握しやすいという点である。今回の実験では比較的ボリュームを少なめにし

て作成を行ったが、このモデルはより複雑でボリュームが多いお題であるほど

真価を発揮すると言える。 

 反対に、デメリットとして、D-Case の作成及び読解するのに多少知識を要す

るという点である。各ノードの意味、役割を理解し、その上で何を記載すべき

かを的確に行わなければ、読み手に理解を得られない可能性があると言える。

その点、文章は D-Case に比べて流れは掴みにくいものの、人間が普段目にする

当たり前のものであるため、読んで理解をすることは容易である。従って、作

成者だけでなく読み手も十分に D-Case に関する知識を理解しておくことで、特

に実社会の会議においてより円滑に進めることが可能であると言える。 
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第 5 章 結論 

 被験者の人数も10人ずつと比較的少ない人数で実施したこと、そしてD-Case

をあまり理解できず正答率が低いという傾向が見られた。従って、個々の単純

な記憶能力による影響が大きく反映されてしまい点数がばらつき、仮説とは反

対に文章を読んだ S 班の方が平均の得点が高いという結果を得た。しかし、課

題 A、課題 B 両方とも有意差が見られなかったため、「文章を読んで問題を解く

より、D-Case を眺めて問題を解いた方が理解を得やすく、話の流れが追いやす

い」という仮説は必ずしも正しいとは言えなかった。有意差を出すため、より

よい研究にしていくためには被験者数を増やすこと、ペーパーテストの問題量

を増やしてもう少し点数の範囲を広げることが望ましいと言える。 

 また、既存研究はデータに有意差がでたが、本研究では有意差がでないとい

う結論に至った。実験のおおよその流れや構成は既存研究に準じていたが、明

確的な違いは事前アンケートである。既存研究では被験者に事前アンケートを

取り、実験内容の分野に関する知識があるか否かを聞き、その結果に応じてグ

ループ分けを行っていた。これに対し、本研究の被験者実験では、事前アンケ

ートを取らずに実験終了後のアンケートに知識の有無について聞いていた。そ

の結果、有意差は出なかったものの知識が多少あるという回答が多かった S 班

の方が平均の点数が高かった。被験者実験を行っていく上で公平性は重要なこ

とであるため、実験を行う前に事前アンケートを実施し、知識の有無を把握し

てからグループを分けた方が良いと言える。 

 最後に、被験者実験を実際に行って困難だったことを述べる。まずは被験者

の確保について、今回の実験では 20 人の応用情報工学科の 3 年生と 4 年生に協

力してもらった。日時を指定し、集まった 20 人をグループ分けして一斉に進行

することが望ましいが、予定が合わなかったため少人数単位で実験を行った。3

年生は主に授業及び試験、4 年生は主に就職活動や卒業研究で多忙であるため、

止むを得ずこのような形式で実験を進めた。実験の協力をお願いした時期が 12

月ということもあり、遅かったという点も含めると、被験者実験を行うことが

決まった段階で、なるべく早く被験者を探すことが望ましいと言える。また、

その際に実験内容をより具体的に掲示することも協力してもらう上で大切であ

る。 

  

 

 



 38 

謝辞 

 本研究にあたり、本論文のご指導、ご助言をいただきました松野裕准教授に

心より感謝いたします。 

 また、本研究の被験者実験にご協力いただいた応用情報工学科の 3 年生及び 4

年生の皆様に感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 39 

参考文献 

[1] 「UMLについて」http://objectclub.jp/technicaldoc/uml/umlintro1(2017/1/9) 

[2]「Goal Structuring Notation を用いた汎用的な安全要求の明確化と評価」 

https://www.ipa.go.jp/files/000055732.pdf(2017/01/10) 

[3] 「度数分布表について」

http://next1.msi.sk.shibaura-it.ac.jp/MULTIMEDIA/statistics/node3.html 

(2017/1/14) 

[4] 「D-Case について」http://www.dcase.jp/p/jintro1.html(2017/1/14) 

[5] 「どのように人は覚える」

http://www.benkyoupro.com/kioku02.html(2017/01/18) 

 

  

http://next1.msi.sk.shibaura-it.ac.jp/MULTIMEDIA/statistics/node3.html


 40 

付録 

 今回の被験者実験で用いた課題A及び課題Bに関するD-Caseを示す。まず、

課題 A の薬局距離制限についての D-Case を図 12 に、課題 B のテレビフィル

ム事件についての D-Case を図 13 に示す。 

 

 

図 12 薬局距離制限の D-Case 

 

薬局開設の距離制限は
憲法２２条１項に違反し違

憲である。	 

条例により、薬局間の
距離は１００m以上離
れていないといけない
とされていた。	

・積極目的規制は社会的、経
済的弱者を保護するために

規制する。	 

⇨規制が著しく不合理である
ことが明白である場合にしか

判断できない。（明白性の基
準）	 
	 

・消極目的規制は国民の安
全を守るための必要最小限

の規制。	 
⇨裁判所が判断できる。（合

理性の基準）	 

規制目的と判決の妥
当性に分けて考える。	 

距離制限は消極目的規
制（国民の生命及び健康
に対する危険を防止、除
去、緩和する目的の規

制）である。	 

薬局同士の過当競争に
よって不良医薬品が国民
に供給される、という因果
関係は認められない。	 

この制限がつけられていたのは、
薬局同士の過当競争により不良
医薬品が供給され、国民の安全が
脅かされないようにするという理由
から設けられた制限である。	 

⇨消極目的規制である。	 

距離制限でなくてももっと緩やかな
規制（ex抜きうちチェック）でも目的

を達成できる。	 
⇨距離制限をするという合理性を

肯定できない。	 
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図 13 テレビフィルム事件についての D-Case 

 

 次に、被験者実験で用いた課題 A 及び課題 B に関する文章を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁判所が犯罪 証拠とし
て必要であることを理由に、
報道機関に対して犯罪現
場を撮影しているフィルム
提出を命令すること

合憲である。	 

・保障されている	 
侵すこと できないも であ
るであるため、制約をするこ
と できない。	 
・十分尊重に値する	 
保障まで されておらず、制
約を受ける場合がある。	 

「博多駅テレビフィルム事件」	 
報道用に撮影してフィルムが
刑事事件 証拠として使用さ
れること 、そ 後取材され
る者が取材活動に協力しなく
なる可能性（不利益）があるた
め、憲法２１条（表現 自由）
中 報道 自由、取材
自由を侵害する で ないか。	 

保障内容と制約を受ける場
合 制約 度合いに分けて

考える。	 

報道 自由 保障されて
いるが、取材 自由 十
分尊重に値するも であ

る。	 

将来 取材 自由が妨
げられる程度 制約 受
忍しなけれ ならない。	 

最高裁曰く、	 
「こ ような報道機関 報道が正しい内容を
もつために 、報道 自由とともに、報道
ため 取材 自由も、憲法21条 精神に照
らし、十分尊重に値いするも といわなけれ

ならない。」	 
「取材 自由といつても、もとより何ら 制約
を受けないも で なく、たとえ 公正な裁
判 実現というような憲法上 要請があると
き 、ある程度 制約を受けること あるこ

とも否定することができない。」	 

・フィルム 証拠として極めて重要
な価値がある。	 

・フィルムを出さない価値 将来
取材 自由が妨げられるおそれ
があるということに留まる。	 

	 
⇨フィルム 提出＞将来 取材

自由	 
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「薬局開設の距離制限違憲判決 

 

 条例により、薬局間の距離は 100m 以上離れていないといけないとされてい

た。理由としては距離制限をしなければ、薬局同士の過当競争で不良医薬品が

国民に供給されてしまう恐れがあったためである。 

 

 薬局距離制限が営業の自由（職業選択の自由）を侵害するものではないかと

いうことで争われた判例である。 

 

 今回のような規制は、規制目的によって裁判所が判断できるかどうかが異な

っている。 

 国民の安全を守るための必要最小限度の規制（消極目的規制）であれば、専

門知識が必要ないため、裁判所が、規制内容が違憲かどうか判断できる。 

 一方、経済的弱者を保護するための規制（積極目的規制）であれば、専門知

識を要する社会・経済問題であるため、規制内容が明白に不合理でない限り裁

判所が、規制内容が違憲かどうか判断することはできない。 

 

 今回の薬局距離制限の規制について、最高裁は、これは国民の安全を守るた

めの必要最小限度の規制（消極目的規制）であるため裁判所が違憲かどうか判

断できるとし、「薬局同士の過当競争で不良医薬品が国民に供給されてしまう恐

れがあるという問題は、距離制限をせずとも確保のためには他にもその方策が

あると考えられるから、無薬局地域等の解消を促進する目的のために設置場所

の地域的制限のような強力な職業の自由の制限措置をとることは、目的と手段

の均衡を著しく失するものであつて、とうていその合理性を認めることができ

ない」とし、薬局距離制限は違憲となった。 

 

参考文献 

https://ja.wikipedia.org/wiki/薬事法薬局距離制限規定違憲事件 

http://consti.web.fc2.com/10shou1.html  」 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/薬事法薬局距離制限規定違憲事件
http://consti.web.fc2.com/10shou1.html
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「博多駅テレビフィルム事件 

 

 報道用に撮影して、フィルムが刑事事件の証拠として使用されることは、そ

の後取材される者が取材活動に協力しなくなる可能性（不利益）があるため、

憲法２１条（表現の自由）の中の報道の自由、取材の自由を侵害するのではな

いかどうかが争われた判例である。 

 

 報道の自由とは、一般に報道機関が印刷メディアないし電波メディアを通じ

て国民に事実を伝達する自由をいい、取材の自由とは報道の前提としての一種

の情報収集活動をする自由をいう。 

 

 裁判では公正な裁判の実現のために、報道機関の取材によって得た証拠が必

要となる場合がある。博多駅テレビフィルム提出命令事件では、事件の様子を

収めたフィルムは重要な証拠であった。 

 放送社はフィルムを提出すると、将来取材をするときに「何かあったらこの

放送社はすぐ裁判所にフィルムを出すんだ」、と人々に思われてしまう、将来取

材がしにくくなってしまう、と考え、フィルムの提出を拒否した。放送社は将

来の取材の自由を主張したためである。 

 

 最高裁は、事実の報道の自由は、表現の自由で保障される、としたが、報道

のための取材の自由は十分に尊重される、とした。 

 つまり、取材の自由については、表現の自由で保障されるとまではいえない、

ということである。 

 公正な裁判の実現のため、将来の取材の自由が妨げられる程度の不利益を受

けるのは受忍（我慢）せよ、とした。 

 だから、裁判所が犯罪の証拠として必要であることを理由に、報道機関に対

して犯罪現場を撮影しているフィルムの提出を命令することは合憲である。 

 

参考文献 

http://consti.web.fc2.com/9shou2.html 」 

 

 

 

http://consti.web.fc2.com/9shou2.html
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 次に、被験者実験で用いた課題 A 及び課題 B に関するペーパーテストを示す。 

 

「次の文章を読み、『』内の部分が正しいかどうか○✖で答えなさい。 

 

 薬局を開設する際、薬局間に距離を設けなければならないとされていた。理

由としては距離制限をしなければ、薬局同士の過当競争で不良医薬品が国民に

供給されてしまう恐れがあったためである。そして以下の文はこの制限が違憲

ではないかどうか争われた判決である。 

 

 今回のような規制は、規制目的によって裁判所が判断できるかどうかが異な

っている。例えば、積極目的規制であると『①裁判所が、規制内容が違憲かど

うか判断することは一切できない。』また、消極目的規制であっても『②裁判所

が判断するためには、専門知識が必要である。』 

 

 今回の薬局距離制限の規制について、最高裁は、『③消極目的規制である』と

し、『④薬局距離制限は違憲となった。』ただし、『⑤距離制限の合理性について

は否定しなかった。』」                         

 

「次の文章を読み、『』内の部分が正しいかどうか○✖で答えなさい。 

博多駅テレビフィルム提出命令事件について 

 放送社はフィルムの提出を拒否したが、これは『①憲法１９条の思想及び良

心の自由』の中の将来の取材の自由を主張したためである。 

  

 最高裁は、『②報道の自由及び取材の自由は十分尊重に値するもの』とした。 

十分尊重に値するものは『③憲法で保障されるまでとはいえない自由』である。 

そして、『④将来の取材の自由が妨げられるという不利益を受けるのは受忍せよ』

とし、報道機関に対して犯罪現場を撮影しているフィルムの提出を命令するこ

とは『⑤違憲だが、裁判所が犯罪の証拠として必要なため提出せよ』とした。」 

 

 最後に、被験者に回答してもらったアンケートを示す。 
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D-case の有効性についての調査 

 本日は調査にご協力いただきありがとうございます。 

 この調査用紙は、別紙の理解度確認用紙に解答をしてもらった上で、D-case

の有効性を調べるために行うものです。匿名で行うので、各質問に対して自分

自身がどう感じたかを正直に答えてください。 

 この調査は各質問に対し、右側に (全く当てはまらない・あまり当てはまらな

い・やや当てはまる・非常に当てはまる)をそれぞれ番号に置き換えた回答欄が

あるので、当てはまる項目に○をつけてください。 

 回答は全て調査者の厳重な管理の元で、統計的に分析を行うために用います。

研究目的以外には利用せず、個人情報の保護に最大限の配慮をいたします。 

 それでは、各質問をよく読んだ上で、全ての質問に回答をお願いします。 

 

応用情報工学科 4 年 

松野研究室所属 平賀一弥 安田一貴 

 

※以下の欄を記入してください。 

 

年齢(  歳)  学年(  年) 

 

学科(      学科)  班番号(    班) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のぺージから回答をお願いします。 
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全く当てはまらない  →1 

あまり当てはまらない →2 

やや当てはまる    →3 

非常に当てはまる   →4 

 

(1)憲法に関する勉強に取り組んだことがある          (1・2・3・4) 

(2)憲法に興味はあったか(または読んでいて興味が沸いたか)   (1・2・3・4) 

(3)D-case の事前説明は十分であったか(D 班のみ)          (1・2・3・4) 

(4)話の流れが追いやすかったか                (1・2・3・4) 

(5)解答するために必要な情報量は十分であったか               (1・2・3・4) 

(6)制限時間は適切であったか                                 (1・2・3・4) 

 

(7)自由回答(感想や意見等ありましたらお願いします) 

 

 

 質問は以上です。 

 ご協力ありがとうございました。 

 


